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○平成１９年９月５日（水）午前１０時００分開議 

 

○場 所   岬町役場議場 

 

○出席議員 次のとおり１４名であります。 

  １番 川 端 啓 子   ２番 鍛 治 末 雄   ３番 中 原   晶 

  ５番 和 田 勝 弘   ６番 出 口   實   ７番 奥 野   学 

  ８番 谷 本   貢   ９番 反 保 多喜男   10番 岡 本 重 樹 

  11番 辻 下 文 信   12番 辻 下 正 純   13番 田 代   堯 

  14番 小 川 日出夫   15番 竹 内 邦 博   

 

  欠席議員 な し 

  傍  聴 １ 名 

 

○地方自治法第１２１条の規定により本会に出席を求めた者は次のとおりであります。 

町 長 石 田 正 弘 副 町 長 平   徹 也 

教 育 長 田 中 繁 樹 総 務 部 長 中 口 守 可 

総務部理事 嶋 本 良 二 総務部理事 古 田   正 

総務部副理事兼 

総務法制課長 
南   康 明 企 画 部 長 竹 本 靖 典 

住 民 部 長 白 井 保 二 
住民部副理事兼 

税 務 課 長 
入 口 博 行 

福 祉 部 長 芦 田 貴志雄 事 業 部 長 松 永 英 三 

事業部理事 藏ヶ崎 龍 男 上下水道部長 末 原 光 喜 

会計管理者副理事 

兼会計課長 
渕 原 義 仁 教 育 部 長 岡 田 耕 治 

教育部副理事兼 

生涯学習課長 
岡 本   茂 

教育部副理事 

兼青セ文セ所長 
一 本 稔 明 
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教育部副理事 

兼淡輪公民館長 
谷 口 桂 三 総務部危機管理課長 亀 崎 義 夫 

総 務 部 

行財政改革課長 
四至本 直 秀 企画部企画人事課長 保 井 太 郎 

住民部保険年金課長 古 橋 重 和 教育部学校教育課長 唐 門   通 

 

○本会の書記は次のとおりであります。 

議会事務局長 辻 下 一 博 
議会事務局主幹 

兼 議 会 係 長 
竹 下 雅 樹 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 

  日程１ 議案第６１号 平成１９年度岬町一般会計補正予算（第２次）の件 

  日程２ 議案第６２号 平成１９年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１次）の件 

  日程３ 議案第６３号 平成１９年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第

１次）の件 

  日程４ 議案第６４号 平成１９年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第１次）の件 

  日程５ 議案第６５号 平成１９年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１次）の件 

  日程６ 議案第６６号 新たに生じた土地の確認の件 

  日程７ 議案第６７号 町の区域の変更の件 

  日程８ 議案第６８号 南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の変更に係る協議の件 

  日程９ 議案第６９号 工事請負契約中変更の件（（仮称）観光交流センター新築工事） 

  日程10 議案第７０号 郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を制定す

る件 

  日程11 議案第７１号 岬町障害者施策推進協議会条例を制定する件 

  日程12 議案第７２号 岬町漁業集落排水処理施設条例を制定する件 

  日程13 議案第７３号 政治倫理の確立のための岬町長の資産等の公開に関する条例の一部

を改正する件 

  日程14 議案第７４号 岬町基金条例の一部を改正する件 

  日程15 議案第７５号 社会福祉法人に対する助成の手続き関する条例の一部を改正する件

  日程16 議案第７６号 岬町立幼稚園条例の一部を改正する件 
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  日程17 議案第７７号 岬町教育委員会委員の任命について同意を求める件 

  日程18 議案第７８号 岬町（淡輪・多奈川）地区財産区管理委員の選任について同意を求

める件 

  日程19  平成１８年度成果報告・決算に関する説明 

  日程20 議案第７９号 平成１８年度岬町一般会計決算認定の件 

  日程21 議案第８０号 平成１８年度岬町住宅新築資金等貸付事業特別会計決算認定の件 

  日程22 議案第８１号 平成１８年度岬町国民健康保険特別会計決算認定の件 

  日程23 議案第８２号 平成１８年度岬町老人保健特別会計決算認定の件 

  日程24 議案第８３号 平成１８年度岬町下水道事業特別会計決算認定の件 

  日程25 議案第８４号 平成１８年度岬町漁業集落排水事業特別会計決算認定の件 

  日程26 議案第８５号 平成１８年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）決算認定の件

  日程27 議案第８６号 平成１８年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）決算

認定の件 

  日程28 議案第８７号 平成１８年度岬町淡輪財産区特別会計決算認定の件 

  日程29 議案第８８号 平成１８年度岬町深日財産区特別会計決算認定の件 

  日程30 議案第８９号 平成１８年度岬町多奈川財産区特別会計決算認定の件 

  日程31 議案第９０号 平成１８年度岬町谷川財産区特別会計決算認定の件 

  日程32 議案第９１号 平成１８年度岬町住宅用地造成事業特別会計決算認定の件 

  日程33 議案第９２号 平成１８年度岬町水道事業会計決算認定の件 
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（午前１０時００分 開議） 

○辻下正純議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成１９年第３回岬町議会定例会２日目を開会します。 

  ただいまの時刻、午前１０時でございます。 

  本日の出席議員は１４名でございます。 

  定足数に達しておりますので、本定例会は成立しました。 

  本定例会には、町長以下の関係職員の出席を求めております。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１、議案第６１号「平成１９年度岬町一般会計補正予算（第２次）の件」を

議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程１、議案第６１号、平成１９年度岬町一般会計補正予算（第２次）の件につ

きまして、概要を説明させていただきます。 

  現在、我が国の景気は回復基調にあると言われておりますが、本町におきましては、歳入面で

は、地価の下落、人口構成等のさまざまな要因により、いまだ反映されず、引き続き厳しい状況

にございます。また、歳出面では、公債費など義務的経費が本町の財政を大きく圧迫しておりま

して、本年度におきましても、多額の財源不足が予想されておるところでございます。したがい

まして、今般の補正予算につきましても、法令等に基づくもの及び緊急性の高い経費など、真に

必要な経費を中心に編成をいたしておるところでございます。 

  それでは、議案書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，９５８万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６４億７，８８０万４，０００円とするものでございます。 

  まず、歳入予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページをご参照願います。 

  なお、詳細につきましては９ページから１１ページに記載されておりますので、あわせてご参

照願います。 

  地方交付税につきましては、普通地方交付税の交付決定に伴いまして、交付決定額のうち、本

補正予算に必要な財源として、２，７０１万１，０００円を計上いたしております。 
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  分担金及び負担金につきましては、老人福祉施設入所者本人負担金２８万９，０００円を計上

いたしております。 

  国庫支出金につきましては、住宅建築物耐震改修等事業補助金など２３７万円を計上いたして

おります。 

  寄附金につきましては、指定寄附といたしまして、小学校費寄附金１６万円、児童福祉費寄附

金５０万円、合わせて６６万円を計上いたしております。 

  繰入金といたしましては、特別会計繰入金１，２９１万５，０００円を計上いたしております。

内訳といたしましては、当期委託料として、深日財産区特別会計繰入金９１万５，０００円、小

田平朝日共同墓地周辺のり面改修費として、多奈川財産区特別会計繰入金１，２００万円を計上

いたしております。 

  繰越金につきましては、前年度繰越金２，０１５万円を計上いたしております。 

  諸収入につきましては、コミュニティ助成金１，５００万円、特別職退職手当返還金６０万円、

合わせて１，５６０万円計上いたしております。 

  町債といたしましては、臨時財政対策債発行可能額の決定に伴いまして、５９万１，０００円

を計上いたしております。 

  次に、歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ４ページ、５ページをご参照願います。なお、詳細につきましては、１２ページ以降に記載さ

れておりますので、あわせてご参照願います。 

  総務費といたしましては、５，６９７万７，０００円を計上いたしております。主な内容とい

たしましては、仮称でございますが、中孝子集会所建設工事２，９００万円、小田平朝日共同墓

地周辺のり面改修工事１，１５０万円などでございます。 

  民生費といたしましては、８１７万６，０００円を計上いたしております。主な内容といたし

ましては、平成１８年度障害者福祉に係る国庫負担金等の確定に伴う返還金４６２万円、老人ホ

ーム入所措置費５９万７，０００円などでございます。 

  衛生費といたしましては、し尿処理施設改修工事７２４万５，０００円、これに必要な薬品等

の消耗品費２１７万５，０００円、合わせて９４２万円を計上いたしております。 

  土木費といたしましては、既存民間建築物耐震診断補助金４万円を計上いたしております。 

  消防費といたしましては、耐震改修促進計画策定業務委託料４５２万６，０００円を計上いた

しております。 

  教育費といたしましては、４４万７，０００円を計上いたしております。主な内容といたしま
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しては、図書購入費１６万円、府音楽会参加バス借上料２１万５，０００円などでございます。 

  次に、６ページを参照願います。 

  地方債補正につきましては、臨時財政対策債変更に係る補正を行うもので、限度額を２億１，

３４９万１，０００円とするものでございます。なお、起債の方法、利率及び償還の方法につき

ましては、ごらんのとおりとなっております。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  なお、本件は、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定と伺っております。よろし

くご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定でありますが、その前に

大綱的質疑を受けたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

  和田勝弘議員。 

○和田勝弘議員 総務委員でありませんので、少し質問させていただきます。 

  今、部長の説明で、３点ほどですけど、１点目の町債の件で、５９万１，０００円の臨時財政

対策債となっているのは、臨時財政対策債というのはどういうふうになっているのか、１点と、

２点目は、１２ページの企画費で、住民情報システムリース料６０４万２，０００円ですけど、

これについては当初予算でできなかったんかということと、その１点と、このリースの業者とい

うんですか、会社名と、リース料というのは、毎年、１７年度は３，５００万、１８年度は２，

７００万円となっておりますが、このリースの台数ですけど、台数が何台あるかということと、

購入した場合はどのぐらいの金額になるのか。それと、次に、これ何年に１回契約になるんか、

その点あれですけど。今度契約する場合には、できるだけ安くというんですか、なるように要望

しておきたいんですけど、この点についてお願いします。 

  もう１点は、諸収入の件で、コミュニティ助成金、これについて１，５００万円となっており

ますが、共同体というんですか、地域共同体、どの共同体に出すようになっているのか、その点、

よろしくお願いします。 

○辻下正純議長 四至本課長。 

○四至本総務部行財政改革課長 臨時財政対策債につきまして説明させていただきます。 
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  臨時財政対策債といいますのは、普通、市町村の一般財源の不足分、必要な経費につきまして、

地方交付税で交付されるわけなんですけども、現在、地方交付税の方は予算が少ないといいます

か、それに見合うだけの財源が不足しているということになっておりまして、その不足額につき

まして、地方債を発行することによりまして、財源を充当するというものでございまして、今回、

交付税の決定に伴いまして、それと同時に、地方財政対策債の額が決定されましたので、その額

に対しての補正ということでございます。 

○辻下正純議長 竹本企画部長。 

○竹本企画部長 おはようございます。 

  今、和田議員ご質問の、なぜ当初に組まなかったのかということでございますけども、今回、

住民情報システムは行政サービスの基幹となるもので、最近の法律改正の動向にも注意しながら、

機器の更新を検討してまいりました。当初予算の時点では、老人保健制度にかかわる新しい後期

高齢者医療制度などの詳細が未確定、未定でしたので、その後、これに関連できるシステムに整

備できましたので、今回、補正をお願いするものでございます。よろしくお願いします。 

  それと、もう１点、１，５００万の関係でございますけど、これは、昨年の１０月に、府の方

にコミュニティ助成、コミュニティセンターの助成を１，５００万してございました。それが４

月に確定いたしまして、今回、中孝子地区の集会所の建設に充てるものでございます。 

  以上です。もう１点は、担当の方から説明します。 

○辻下正純議長 保井課長。 

○保井企画部企画人事課長 お答えいたします。 

  住民情報システムの機器構成を最初に述べさせていただきます。 

  台数といたしましては、サーバーが２台、このうち１台は、万が一のシステム障害時での対応

をするための補助機器として用いるものでございます。端末といたしましては、住民情報システ

ムの各課へ配置するものが３４台、住民ネットの端末が１台、プリンターは各課へ配置する２０

台というふうな構成を予定しております。 

  また、リースの相手先につきましては、予算決定後、今後、入札で決定していくということで

ございます。これを一括して買いますと、おおむね２，５００万円以上の金額になるのかなとい

うことでございます。 

  契約期間は、入札におきましては、リースに関しまして、５年を予定しているところです。 

  以上です。 

○辻下正純議長 和田勝弘議員。 
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○和田勝弘議員 最後の１点だけ、会社の名前というか、それをと言うたんですが、会社の名前は

言われないということですかな。現在の会社です。入札のやつ、私、言うてません。現在の。 

  それと、もし入札の場合、何者でするんか、その点、２点だけ。 

○辻下正純議長 保井課長。 

○保井企画部企画人事課長 現状のシステムについて、お答えいたします。 

  現状のシステムのリースにつきましては、日立リースになっております。今後、入札の手続を

していく予定でございます。 

  入札に関しましては、５者の中でという形で予定しております。 

○辻下正純議長 他に質疑ございませんか。 

  田代議員。 

○田代 堯議員 今、和田議員の関連で、もう１度確認をしたいんですけどね。今、住民情報シス

テムリース料というのは、後期高齢者、来年から導入されるんかな、それの内容をもう少し教え

ていただきたいんですけども。私、聞いておるのは、これは大阪府広域連合会で、後期高齢者の

保険制度に向けて準備が進められているというふうに聞いているわけなんですけども、これを岬

町と広域連合会との端末をするために必要なんか、その辺、もう少し詳しく説明していただける

とありがたい。 

  それと、もう１点、多分、私、５月だったか６月で質問させていただいた中身だろうと思うん

ですけども、１０ページの諸収入の中の特別職退職手当返還金というのは、前町長の退職の返還

金と、このように理解していいんかどうか、その辺あわせて、ちょっと答弁願いたいと思います。 

○辻下正純議長 保井課長。 

○保井企画部企画人事課長 お答えいたします。 

  老人保健法が改正されまして、後期高齢者制度につきましては、連合ということで取り組むわ

けですけども、住民の情報システムと情報の提供という形が必要になりますので、新たなシステ

ムを構築して対応するものでございます。それにあわせた新たなシステムというものに対応する

ものです。 

  それから、後段の件につきましては、お見込みのとおりでございます。 

○辻下正純議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「平成１９年度岬町一般会計補正予算（第２次）の件」につい
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ては、会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託した

いと思います。 

  これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、総務文教、厚生、事業の各常任

委員会に付託することに決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程２、議案第６２号「平成１９年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１

次）の件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。住民部長、白井保二君。 

○白井住民部長 日程２、議案第６２号、平成１９年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１

次）の件について、ご説明させていただきます。 

  今回の補正予算は、国民健康保険証のカード化に伴う経費及び前年度医療費の確定に伴い、国

庫負担金等の返還について補正をお願いするものでございます。 

  それでは、補正予算の内容についてご説明いたします。 

  予算書の１ページをごらんください。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２７億１，７９２万３，０００円とするものでございます。 

  歳入予算の概要についてご説明いたします。 

  予算書の２ページを、詳細につきましては４ページをあわせてご参照願います。 

  まず、国民健康保険料として５７万７，０００円を増額補正するものであります。 

  次に、繰入金、他会計繰入金として、５８万２，０００円を増額補正するものであります。こ

れは国民健康保険証のカード化に伴う経費に充当する一般会計からの繰入金でございます。 

  次に、繰越金として、前年度繰越金４２万６，０００円を増額補正するものであります。これ

は国民健康保険料の補正と同様に、国庫負担金などの返還に要する経費に充当するものでありま

す。 

  続きまして、歳出予算の概要についてご説明いたします。 

  予算書の２ページを、詳細につきましては５ページをあわせてご参照願います。 

  総務費、総務管理費において、５８万２，０００円を増額補正するものであります。これは国
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民健康保険の保険証を１人１枚のカード化に要する経費を補正するものでございます。この健康

保険証のカード化につきましては、国民健康保険法の改正に伴い、平成１３年４月以降、準備が

整った保険者から順次カード方式に切りかえることといたしております。 

  このカード化のメリットにつきましては、家族が同時に別々の医療機関で受診できる、旅行先

や職場に携帯することができるなどでございます。また、平成２０年度から発足する後期高齢者

医療制度との関連性とも考慮いたしまして、本年１１月の一斉更新から、カード化に変更するも

のでございます。 

  次に、諸支出金、償還金及び還付加算金において、１００万３，０００円を増額補正するもの

であります。これは前年度の医療費の確定により、国庫負担金等の精算に伴う国及び府に対する

返還金でございます。 

  以上が、平成１９年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１次）の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託されるものと存じますが、よろしくご審議の上、議決

賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「平成１９年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第１次）

の件」については、会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、厚生委員会に付託することに決

しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程３、議案第６３号「平成１９年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補
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正予算（第１次）の件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。福祉部長、芦田貴志雄君。 

○芦田福祉部長 日程３、議案第６３号、平成１９年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補

正予算（第１次）の件についてご説明いたします。 

  議案書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，３８１万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６億１，２５４万１，０００円とするものでございます。 

  続きまして、歳出予算の概要についてご説明いたします。 

  ２ページをお開きください。なお、詳細につきましては、４ページ、５ページに記載しており

ますので、あわせてご参照願います。 

  歳入の補正予算としましては、まず、支払基金交付金として１６７万１，０００円の増額補正

でございます。内容につきましては、前年度介護給付費等の確定に伴う支払基金からの精算金で

あります。 

  次に、繰越金として５，２１４万２，０００円の増額補正でございます。この繰越金につきま

しては、前年度の給付費等の確定に伴う繰越金で、後ほど歳出に出てきます国・府支払基金への

精算金と準備基金積立金に充当するものでございます。 

  続きまして、歳出におきましては、基金積立金として４，１２５万３，０００円の増額補正で

ございます。前年度の介護給付費等の確定に伴い、余剰のあった保険金負担料をこの基金に積み

立て、平成１８年度から２０年度の３カ年を１期とする保険料に、後年度の負担の緩和を図るた

めに積み立てをするものでございます。 

  次に、諸支出金、償還金及び還付加算金として１，２５６万円の増額補正でございます。内容

につきましては、前年度の介護給付費等の確定に伴い、国・府支払基金に対する精算返還金でご

ざいます。 

  以上が補正予算の概要でございます。 

  本件につきましては、厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決

賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「平成１９年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予

算（第１次）の件」については、会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託した

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、厚生委員会に付託することに決

しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 お諮りします。 

  日程４、議案第６４号「平成１９年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第１次）の件」及び

日程５、議案第６５号「平成１９年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１次）の件」の２

件を一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、日程４、議案第６４号及び日程５、議案第６５号

の２件を一括議題とすることに決定しました。 

  本２件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程４、議案第６４号、平成１９年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第１

次）の件につきまして、概要をご説明申し上げます。 

  議案書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９１万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４，８１３万８，０００円とするものでございます。 

  歳入歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページをご参照願います。なお、詳細につきましては、４ページに記載されておりますので、

あわせてご参照願います。 

  歳入につきましては、深日地区財産区基金繰入金９１万５，０００円を計上いたしまして、歳

出におきましては、登記委託料を使途として、一般会計に９１万５，０００円を繰出金として計
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上いたしております。 

  次に、日程５、議案第６５号、平成１９年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１次）の

件につきまして、概要を説明いたします。 

  議案書の１ページをご参照願います。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２，４１８万６，０００円とするものでございます。 

  歳入歳出予算の概要につきましてご説明いたします。 

  ２ページをご参照願います。なお、詳細につきましては、４ページに記載されておりますので、

あわせてご参照願います。 

  歳入につきましては、多奈川地区財産区基金繰入金１，２００万円を計上いたしまして、歳出

におきましては、小田平朝日共同墓地周辺のり面改修費を使途として、一般会計に１，２００万

円を繰出金として計上いたしております。 

  以上がそれぞれの補正予算の概要でございます。 

  本２件につきましては、総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本２件については、総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「平成１９年度岬町深日財産区特別会計補正予算（第１次）の

件」及び「平成１９年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第１次）の件」の２件については、

会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本２件については、総務文教委員会に付託するこ

とに決しました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 お諮りします。 

  日程６、議案第６６号「新たに生じた土地の確認の件」及び日程７、議案第６７号「町の区域

の変更の件」の２件を一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、日程６、議案第６６号及び日程７、議案第６７号

の２件を一括議題にすることに決定しました。 

  本２件について、提案理由の説明を求めます。事業部長、松永英三君。 

○松永事業部長 日程６、議案第６６号、新たに生じた土地の確認の件につきましてご説明申し上

げます。 

  提案理由といたしまして、小島漁港改修事業に係る公有水面埋め立てに関する工事の竣工認可

の通知がありましたので、地方自治法第９条の５第１項の規定により、この土地を確認するため、

議会の議決を求めるものでございます。 

  場所につきましては、大阪府泉南郡岬町多奈川小島７３０番から７４０番に至る地先公有水面

でございまして、場所につきましては、裏面の地図を参照願いたいと思います。 

  面積につきましては、３，２５０．７８平方メートルでございます。 

  続きまして、日程７、議案第６７号、町の区域の変更の件につきましてご説明申し上げます。 

  提案理由といたしまして、大阪府の公有水面埋め立てにより岬町多奈川小島７３０番から７４

０番に至る地先に新たに生じた土地を岬町多奈川小島区域に編入するため、地方自治法第２６０

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  場所につきましては、先ほどと同じ、大阪府泉南郡岬町多奈川小島７３０番から７４０番に至

る地先でございます。 

  面積につきましては、３，２５０．７８平方メートルでございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託されると聞き及んでおります。よろしくご審議の上、

議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本２件については、事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております日程６、議案第６６号「新たに生じた土地の確認の件」及び日

程７、議案第６７号「町の区域の変更の件」の２件については、会議規則第３９条第１項の規定

により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本２件については、事業委員会に付託することに

決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程８、議案第６８号「南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の変更に係る協議の

件」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。上下水道部長、末原光喜君。 

○末原上下水道部長 日程８、議案第６８号、南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の変更に係る協

議の件についてご説明申し上げます。 

  南大阪湾岸南部流域下水道組合規約を別紙のとおり変更することについて、地方自治法第２８

６条第１項の規定により泉佐野市、泉南市、及び阪南市と協議するにつき、同法第２９０条の規

定により議会の議決を求めるものです。 

  提案理由といたしましては、南大阪湾岸南部流域下水道組合は平成１９年度中に解散を予定し

ており、解散後の事務継承を円滑に行えるように、事務継承について、あらかじめ関係市町で協

議して定めることを南大阪湾岸南部流域下水道組合規約に追加する必要があるため、議会の議決

を求めるものであります。 

  南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の一部変更につきましては、本年６月議会の全員協議会に

おきましてご報告いたしました流域下水道事業の大阪府への一元化に伴うものであり、平成２０

年度当初から、大阪府において、流域下水道の建設及び維持管理を一体的に管理運営を行う予定

であります。 

  規約の変更の内容につきましては、裏面と規約新旧対照表をあわせてごらんください。 

  南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の一部を変更する規約（案） 
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  南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の一部を次のように変更する。 

  第１４条の次に次の１条を加える。 

  （事務の継承） 

  第１５条 組合の解散に伴う事務の継承については、関係市町の協議により、これを定める。 

  附則 

  この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。 

  以上が内容でございます。 

  よろしくご審議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

  中原議員。 

○中原 晶議員 本件につきましては、流域下水の組合を解散して、大阪府下で一元化するという

ことが前提になっておりますので、そうなった場合に、住民的にどうなのかという点で危惧され

ることがありますので、その点について質問をさせていただきます。 

  以前の資料ですけれども、大阪府の包括外部監査報告という報告がされておりまして、その中

でさまざまな議論が出されておるんですけれども、建設のための地方債の償還費を維持管理経費

に含める手段がないということを１つデメリットとして、この報告の中では指摘されているんで

す。どういう意味かといいますと、大阪府が、これまで建設してきたものに係る債務ですね、そ

の債務を、これからかかっていく分もそうだと思いますけれども、地方債の債務を住民さんから

いただく使用料の中に転嫁させるのではないかという危惧が、この中から読み取れるわけなんで

すけれども、その点について、私の危惧が誤りであればいいんですけれども、その点について、

明らかにしていただきたいと思います。 

○辻下正純議長 末原上下水道部長。 

○末原上下水道部長 中原議員のご質問の、今まで、大阪府が流域下水道の工事に係る費用を今後

の使用料の方に市町村が負担しなくてはならないかというご質問だと思うんですけども。維持管

理費につきましては、大阪府の一元化についての報告のときに、一部説明させてもらったんをち

ょっと繰り返すことになるんですけども。 

  まず、基本的に統合することによって経費は縮減されるという説明をさせていただきました。

なお、平成２０年度から、大阪府の資本費の一部に、市町村が一部負担するというふうな形の負

担区分の見直しを行うということが予定されております。その中で２つの項目があると思うんで
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す。まず１点目は、平成２０年度以降の改築事業に限定して、市町村負担を導入するということ

になりますので、改築事業となりますと、例えば、淡輪中継ポンプ場とか、こちらでは深日中継

ポンプ場、流域の管渠がございます。この管渠については古くなってきた。それを改築せなあか

ん。そういうものについては、市町村も一部負担していくと。当然、今まで建設したものです。 

  今後、２点目は、新設する分、１９年度末に流域下水道に係る府の起債残高及び２０年以降に

新設するものについては、市町村に負担を求めないということですんで、今まで、過去に流域が

施行したものの起債の残高、府が持った起債の分と、今後新たに新設する分については市町村の

負担を求めます。ですんで、今、議員がご指摘する、今までの分について、今回の取り決めによ

って市町村の負担がふえるのではないかということはないと考えております。 

  以上です。 

○辻下正純議長 他に質疑ございませんか。 

  中原議員。 

○中原 晶議員 今、答弁いただいた中で、今までの分については負担はないと。今後についても、

答弁いただいたとおりですけれども、私が質問をいたしましたのは、２００３年のものですけれ

ども、大阪府の、あなたからいただいたものではありませんけれどもね。大阪府の外部監査の報

告という中に触れられているくだりのことであります。それをご存じなければ、少しお話しにく

い点がありますけれども。今後のねらいとして、住民に対して、使用料として債務の分の負担を

転嫁していくというねらいが、そこから読み取れるということを私が申し上げているわけなんで

すけれども、今の時点では、先ほどご答弁あったとおりだと思うんですけれども、今後のことに

ついては見通しはいかがでしょうか。 

○辻下正純議長 末原上下水道部長。 

○末原上下水道部長 ただいま中原議員のご指摘の事項については、２００３年度ということをお

聞きしました。実は、この南大阪湾岸南部流域下水道を統合するという話は、２００３年度以降

に発生しておりまして、現在、２００７年ですから、２００４年ぐらいから、泉佐野、岸和田、

泉大津を含めた３組合が独自に、一括化して管理することによって経費を下げようという計画を

しておりました。それ以降、その１年後ぐらいから、大阪府の方で一元化しようと、大阪府全体

を一元化しようという話が生じました関係上、２００３年度の大阪府に対する指摘については、

現在、私の方が説明した内容で、市町村に関する負担はないというふうに理解しております。 

  以上です。 

○辻下正純議長 中原議員。 
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○中原 晶議員 流域下水の一元化の問題は、確かにお聞きしてきた範囲では、２００４年ごろか

ら始まっているということですけれども。ご存じだとは思いますが、大阪府としては、２０００

年から、この構想はずっと持ち合わせておったのはご存じだと思います。それで、当時は、非常

に大阪府主導的だったので、反発も強くてとんざしたというのがこれまでの経緯でして、今回改

めて出てきたものについては、中身については、２０００年度から始まっていた中身と、ねらい

は大きくは変わらないわけなんです。ですので、私が申し上げている、２００３年の文書につい

ても、おそらく変わりはないであろうと、基本的な考え方については変わりはないであろうとい

う判断に基づいて質問させていただいたわけであります。 

  その件については危惧が残される点ではあるんですけれども、ちょっともう３回目の質問です

ので、ほかの点について少しお聞きしたいと思います。 

  何点かあるんですけれども、一元化になるということですが、大阪府下、水道料金、下水道料

金はばらばらだと思うんですけれども、料金についてはどうなっていくのかという点と、一元化

されますと、どうしても住民からは遠くなるということで、運営の上での民主的なものが守られ

る、そういう保障はどのようにされていくのか、そういう点。 

  その２点についてお聞かせください。 

○辻下正純議長 末原上下水道部長。 

○末原上下水道部長 中原議員の一元化に伴って、まず料金の件は、今後、岬町としてどうなるの

かという件と、まず、その件についてお答えします。 

  現在、町の下水道料金といいますのは、資本費に係る分については、住民に負担を求めており

ません。維持管理費、通常のポンプを運転するとか、薬を入れる、処理場で水をきれいにする、

その維持管理費の約１００％を目指して料金設定をしております。今後、実際には、資本費も含

めた形で料金をいただくべきであるという監査の指摘もございますので、それについては、また

議会に提案させていただいて、使用料改定を行う予定としております。しかしながら、今回の一

元化に伴いまして、維持管理費に係る部分が減額されることが予想されております。したがいま

して、現在の料金体系も一元化していくことによって、今まで維持管理費が１００％回収できた

ものが、それ以上に、資本費の部分にでも回収できる部分が生じてくると思っておりますので、

今回の一元化については、料金を値上げすることについて、幾分かでも助けになるんではないか

と考えております。 

  あと、もう１点の運営にかかわる件でございます。 

  運営につきましては、現在、組合議会というのが開催して、決算並びに予算については審査し
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ていただいております。この件につきましては、今後、各市町のトップを主としたものが、組合

議会にかわるものとして運営される予定をしております。その下に、部長クラスで幹事会という

ふうな形で、運営に関することについて審査をしていくという予定をしておりますので、距離が

遠くなるという面は、私としては関係ないと思っております。 

  以上です。 

○辻下正純議長 他に質疑ございませんか。 

  和田勝弘議員。 

○和田勝弘議員 府に一元化するというんですか、これについては、私、ちょっと心配しているん

ですけどね。町長に一遍お聞きしたいんですけど。前の全協で質問したときは。 

○辻下正純議長 和田勝弘議員、済みません、あんた、事業委員会のメンバーに入っておられるん

で。 

○和田勝弘議員 これは本会議やろ。 

○辻下正純議長 本会議です。 

○和田勝弘議員 本会議やったらかめへんやろ。本会議でできへんというものない。 

○辻下正純議長 どうぞ。 

○和田勝弘議員 部長の説明で、楠木までのことはというて、心配せんでもええという話というん

ですか、大いに動いていくということを聞いているんですが。今度、一元化した場合、新設につ

いても変わらぬあれでいくと。違いはないということを聞いているんですが、私はやっぱり一元

化するということは、どうも楠木までが心配するんですわ。ひとつ町長に聞きますけど、前に部

長は動いていくというんですか、やりますというような話聞いているんで、町長にその一言だけ、

ちょっとお聞きしておきたいんですけど。楠木までの延長ですけど、流域下水道の、それをどの

くらい、町長やってもらえるのか。これ、私のあれですけど、町長は楠木までやってくれるとい

う意思があるんかないんか。それと、賛成するに当たって、ちょっとその点だけ聞いておきたい。 

○辻下正純議長 石田町長。 

○石田町長 和田議員のご質問にお答えいたします。 

  前回、上下水道部長がお答えしていましたように、流域に関しましては、端っこ、ここが今と

まっているという部分でなく、これはできるだけ、これからも頑張っていくという部長答弁、そ

れに変わりはございませんし、私どもも、それに向かって一緒にやっていくつもりでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○辻下正純議長 ほかに質疑ございませんか。 
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  奥野 学議員。 

○奥野 学議員 今、末原部長からいろいろご説明いただいたんですけれども、府が一括いろいろ

と、これから全域を維持管理を含めてやっていくということですけれども、平成２０年までの部

分については資本費を含むと。料金体系は安くなろうであろうというご説明でありましたけれど

も、今、機械の新しいうちは、当然、改修の費用は要らないわけでありますけれども、年々、毎

年使っていく中で、その費用は当然付加がかなりの大きな額が改修費用というのも当然かかって

こようと思うんです。そこらあたり、もう少し料金が安くなるから合併したらええというもので

はないと思いますので、料金体系的なものをもう少し具体的にご説明いただけますでしょうか。 

○辻下正純議長 末原上下水道部長。 

○末原上下水道部長 ただいま、奥野議員から、料金体系について、今回の一元化がどのように反

映されるかというご質問でございますが、料金というのは、先ほどの維持管理費と、あと、資本

費という２種類のものを、当然、企業としては回収していかなあかん。水道のように考えていき

ますと、当然、その使用料で賄っていかなくてはならない事業です。しかしながら、下水道は、

今、進めている途中でありますので、一般会計の繰り入れに頼っている状況です。といいますの

は、使用料で維持管理費及び資本費がペイできてないということですね。 

  したがいまして、今回の料金体系については、私の方としては、下がっていくというのではな

く、住民さんに係る負担が安くなる。一体、一元化することによってスケールメリットが働いて、

町が支払うべき負担金が少なくなるということで、町としては助かってくる。したがいまして、

今の料金体系を維持しても、維持管理費の１００％以上、資本費に係る分もペイできるようにな

るので、今後の値上げのスピードを少しでも落とせるという考えのもとに、一元化を進めていき

たい。したがいまして、それによって料金体系を上げるのを幾分かでもおくれさすという考えで

提案させていただきました。 

  以上です。 

○辻下正純議長 奥野 学議員。 

○奥野 学議員 もう１点、済みません。 

  それと、各市町村の中で、ポンプ場が、岬町でいいますと、２カ所、淡輪と深日でありますけ

れども、その辺の費用負担の割合というのは、当然、地区にあるものについては、地元の市町村

が負担が多くなるというふうに解釈しとけばよろしいんでしょうか、その辺について。 

○辻下正純議長 末原上下水道部長。 

○末原上下水道部長 奥野議員の地元にある施設については、地元負担になるんではないかという
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ご質問でございますが、これは大阪府、例えば、現在、南大阪湾岸流域下水道で、泉佐野市以南、

泉南、阪南、岬町はやっていますね。その施設について、新たに改築が必要であるとか、増築が

必要になれば、その組合で費用分担をしていくということですが、今回、大阪府が一元化して管

理することになりますと、ずっと、堺、また北の方も豊中とか含めて、全体な計画を立てること

によって、それを一元化して、負担を求めていくということになりますので、現在の深日とか淡

輪にある部分も、ポンプ場も確かにあるんですけども、他の地区にもポンプ場いろいろございま

す。そのあたりは、全体の方で判断して、地区ごとの改修ではなく、大阪府が一元管理する上に

おいて必要な負担金を皆さんに負担していただくというような形になると考えております。 

  以上です。 

○辻下正純議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

  最初は、反対討論。中原議員。 

○中原 晶議員 非常に悩ましいところなんですけれども、あれこれお聞きした以外の点でも、危

惧する点は数点感じておるところなんですけれども。今回の一元化については、流域下水の建設

がほぼ終わったということを前提にされておりまして、そうであれば、当然、維持管理がメイン

の業務になるということなんですけれども、まだ岬町においては、必ずしもそうとは言えないと

いう点もありますし、もう１点、先ほど質問の中でもご答弁もいただきましたけれども、１つ、

大阪府のねらいの点が明らかにされていないと。今後、使用料の中に債務の償還が転嫁される可

能性について、大きく危惧しているところであります。 

  また、先ほどのご答弁の中で、料金値上げの緩和の助けにはなるということですけれども、値

上げをする方向としては変わりないということですので、住民負担を考えた場合に、賛成しかね

るという立場であります。 

  以上です。 

○辻下正純議長 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 他に討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで討論を終わります。 
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  これより議案第６８号「南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の変更に係る協議の件」を起立に

より採決します。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○辻下正純議長 起立多数であります。よって、議案第６８号は可決されました。 

  お諮りします。暫時休憩したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 それでは、ただいまより１０分間休憩します。 

（午前１１時０４分 休憩） 

 

（午前１１時１５分 再開） 

○辻下正純議長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程９、議案第６９号「工事請負契約中変更の件（（仮称）観光交流センター新

築工事）」を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 日程９、議案第６９号、工事請負契約中変更の件（（仮称）観光交流センター新

築工事）についてご説明いたします。 

  提案理由といたしましては、本工事は、現在施工中でございますが、工事内容の一部変更によ

りまして契約金額の変更が生じたため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

  本工事につきましては、平成１９年３月７日議決に係る（仮称）観光交流センター新築工事請

負契約の一部を変更する契約を次のとおり締結するものでございます。 

  契約金額、変更前が８，１３７万５，０００円、うち消費税及び地方消費税が３８７万５，０

００円を、変更後８，５６３万６，９５０円、うち消費税及び地方消費税を４０７万７，９５０

円に変更するものでございます。増額といたしまして４２６万１，９５０円の増額でございます。 

  契約の相手方は、大阪市西区立売堀一丁目３番１３号、名工建設株式会社大阪支店、執行役員

支店長 加藤雄三でございます。 

  主な変更内容といたしましては、海釣り公園の指定管理者が確定したことに伴いまして、釣り
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桟橋の照明や放送設備、また、引出暗渠の給排水設備等について協議を行い、これらの整備内容

が確定したため、本工事に追加するものでございます。 

  また、大阪府が実施する道の駅の整備内容が確定したことに伴いまして、交流センター敷地と

の取り合い部分等のフェンスや門扉の設置を本工事に追加するものでございます。 

  よろしくご審議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

  田代 堯議員。 

○田代 堯議員 別段反対ではないんですけども、今の説明の中で、指定管理者が決定したので、

釣り桟橋の部分の照明ないし、給排水ですか、大阪府との境界、道の駅の境界のフェンス等の追

加やと、それはよく理解できるんですけども、当初の本体のときに、そういった照明とか桟橋へ

の照明、当然、これは最初から、ある程度の時間帯、夕方になると暗くなるということやら、い

ろいろ構想についても必要であったんちがうかなと私は受けるんですけど。当初の計画には、そ

ういったものは組み込まれてなかったんかな、その点だけ、ちょっと確認の意味でしたいと思い

ます。 

○辻下正純議長 松永事業部長。 

○松永事業部長 当初発注の段階で組み込まれていなかったかというご質問でございます。当初発

注では、そういう関係の部分につきましては、例えば、引出暗渠の中の水槽等について、必要か

どうかという点も、指定管理者との協議をしないと、運営上の問題がございますので、入れてお

りませんでしたし、桟橋の照明等につきましても、容量によって、よくご存じですが、引き込み

のケーブルの太さとか、そういうのが大きく変わりますので、そのあたりについても漁業関係者

と指定管理者の運営の仕方等でワット数が変わるとか、そういう大きな問題がございますので、

最初は設計の中に組み込んでおりませんでした。 

  以上でございます。 

○辻下正純議長 ほかに質疑ございませんか。 

  鍛治議員。 

○鍛治末雄議員 今、増額の内容、３、４件おっしゃってくれましたけども、以後も４、５００万

ぐらいとか、そういう追加的な要素が出てくると思うんですよ。これ１枚持っていますと、聞い

てもすぐ抜けますんで、裏面でも、大体大まかなところ、こういう理由で増額したと。詳細は要

りませんけども、そういう項目ぐらいは書いていただいた方がいいと思いますんで、その点どう
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ですか、今後、こういうことがあると思いますんで、ちょっとその辺をお伺いします。 

○辻下正純議長 総務部長。 

○中口総務部長 議案の体裁上、一応、議案としての体裁上はそういう形で出さざるを得んと。そ

ういう中で、参考資料として、今後、そういうことも考慮していきたいというように考えており

ます。 

○鍛治末雄議員 お願いします。 

○辻下正純議長 ほかにございませんか。 

○中原 晶議員 今ご説明の中で、指定管理者の決定後、話し合いによって追加する工事があると

いう説明がされましたけれども、一部追加については、追加するということは、あらかじめわか

っていたことであるとお聞きしておりますけれども。そうであるならば、１つご質問ですけれど

も、入札のときに、今後、この工事に関して、追加工事があるということをほかの業者、すべて

の業者に明示した上で入札を行ったのかどうかという１点をお聞きしたいと思います。 

○辻下正純議長 南副理事。 

○南総務部副理事兼総務法制課長 入札の部分についての回答を申し上げます。 

  入札のときに追加工事があるというような状況での入札は行っておりません。 

  以上です。 

○辻下正純議長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

  中原議員、反対討論ですか、賛成討論ですか。どっちですか。 

○中原 晶議員 賛成です。 

○辻下正純議長 まず、先に反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 なければ賛成討論、中原議員。 

○中原 晶議員 先ほど質問にご答弁いただいた点が、１つ気になる点ではあります。お答えいた

だいたとおり、入札のときに、この件にかかわって、追加工事があるということをすべての業者

に明らかにして入札を行っていないという点では、入札条件の公正を欠いていると。そういう意

味で不透明というそしりは免れないというふうに私は考えます。 

  さらに、追加工事の内容をお聞かせいただきましたけれども、いかほどのものになるのか、素
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人ですので、私には見当つきませんけれども、照明や放送設備なんかは、一定必ず必要なもので

もありますし、当初からこれを建設するということであれば、必要な工事一式を予測して予算化

するというのが本来ではないかなと思いますので、その点も気になる点であります。 

  そのようなことに、今後よくご留意いただきまして、運営等進めていただくように申し上げま

して、賛成討論といたします。 

  以上です。 

○辻下正純議長 他に討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで討論を終わります。 

  これより議案第６９号「工事請負契約中変更の件（（仮称）観光交流センター新築工事）」を

起立により採決します。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○辻下正純議長 満場一致であります。よって、議案第６９号は可決されました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１０、議案第７０号「郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例を制定する件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。企画部長、竹本靖典君。 

○竹本企画部長 日程１０、議案第７０号、郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例につきましてご説明させていただきます。 

  提案理由といたしましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が平

成１９年１０月１日から施行されることに伴い、関係条例の整理を行うものであります。 

  郵政民営化法は、日本郵政公社を解散し、郵便貯金銀行など５つ新会社を設立するなど、いわ

ゆる国に属していた郵政事業を民営化するもので、諸制度が改正されますので、これらに応じて、

関係する条例の文言を改めるものです。 

  条例案をごらんください。 

  第１条は、職員等の旅費に関する条例にある「、郵便等」を新たな制度の文言に改めるもので

す。 

  第２条は、岬町手数料条例の文言を新たな制度の文言に改めるものです。 
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  第３条は、岬町国民健康保険条例にある「農業協同組合、銀行又は郵便局等」などを「金融機

関」に改めるものです。 

  では、新旧対照表をごらんください。 

  職員の旅費に関する条例では、右側の旧の欄にある「、郵便等」を左側の新の欄にある下線の

文言「、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条

第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条

第２項に規定する信書便等」に改めるものでございます。 

  次に、岬町手数料条例では、右側の旧の欄にある「郵便」及び「、郵送料」について、左側の

新の欄にある下線の文言「郵便等」及び「、郵便等に要した費用」にそれぞれ改めます。 

  また、５条の郵便の後に、先ほどの旅費の条例と同様の民間事業者による信書の送達に関する

法律の新しい制度の文言を加えるものでございます。 

  次に、岬町国民健康保険条例では、右側の旧の欄にある「農業協同組合、銀行又は郵便局等」

などを左側の新の欄にある下線の「金融機関」にそれぞれ改めるものでございます。 

  この条例の施行日は、平成１９年１０月１日でございます。 

  以上が条例改正の内容でございます。 

  本件につきましては、職員等の旅費に関する条例と岬町手数料条例につきましては総務文教委

員会、国民健康保険条例の部分については厚生委員会に付託の予定と伺っております。よろしく

ご審議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教、厚生の各委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑

を受けたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

制定する件」については、会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生の各委員会に

付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、総務文教、厚生の各常任委員会

に付託することに決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１１、議案第７１号「岬町障害者施策推進協議会条例を制定する件」を議題

といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。福祉部長、芦田貴志雄君。 

○芦田福祉部長 日程１１、議案第７１号、岬町障害者施策推進協議会条例を制定する件について

説明させていただきます。 

  提案理由としまして、障害者基本法に基づき、本町の障害者施策の総合的かつ計画的な推進を

図るために、本条例を制定するものです。 

  条例案の概要について説明をさせていただきます。議案書をお開きください。 

  岬町障害者施策推進協議会条例（案） 

  第１条は、設置を定めたもので、障害者基本法第２６条第４項の市町村は条例で定めるところ

により地方障害者施策推進協議会を置くことができるの規定に基づいて置くものでございます。 

  第２条は、その任務として、本町の障害者施策の総合的、計画的推進を図るために必要な事項

及び関係機関の連絡調整を要する事項について、調査審議する機関と位置づけるものであります。 

  第３条は、組織として、定数を１５名以内と定め、同条第２項では、委員の委嘱の分野につい

て、学識経験者、障害者の当事者、障害者福祉事業者、一般公募、関係行政機関の５分野から町

長が委嘱または任命すると定めたものでございます。 

  第４条は、委員の任期として、２年と定めております。同条第２項は、失職の規定であり、第

３項は、委員が任期途中で欠けた場合のかわりの委員の任期を前任者の残任期間とする規定でご

ざいます。 

  第５条は、協議会の代表として、会務を総括する会長の設置規定であり、委員の互選により選

出する旨を定めたものです。また、第３項では、会長が事故あるときの職務代理者について定め

たものです。 

  第６条は、定めのない事項については規則で定める旨の委任条項であります。 

  なお、規則の内容につきましては、厚生委員会資料に参考までに添付しておるところでありま

すので、ご参照いただきたいと思います。 

  また、附則としまして、第１条で、施行期日を公布の日とし、第２条では、委員の報酬としま
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して、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の一部を改正し、新たに岬町障害者

施策推進協議会の項を設け、会長は日額８，７００円、委員においては日額７，５００円と定め

るものであります。 

  以上が岬町障害者施策推進協議会条例（案）の概要でございます。 

  なお、本条例案につきましては、厚生常任委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご

審議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

  田代 堯君。 

○田代 堯議員 ちょっとお尋ねしたいんですけども、障害者基本法に基づいて、昭和４５年の基

本法なんですけれども、今回、新たに岬町障害者施策推進協議会条例（案）というのが出てきて、

説明あったんですけども、今までは、これ新たに設置するということになるわけですけども、今

までは、障害者のこういった協議会というのはなかったのか、どういうような形で今までやって

こられたのか、その点をちょっとお聞かせ願いたい。 

○辻下正純議長 芦田福祉部長。 

○芦田福祉部長 田代議員のご質問にお答えします。 

  今般、第２６条の第４項で、障害者施策推進協議会を条例を設置して、設置することができる

という規定は新たに設けられた条項でありまして、今まではこういう法的な根拠がない中で、各

市町村独自にそういう協議会的なものをつくって運営していたところがありますけれども、今回、

法的な根拠ができましたので、岬町としても協議会を設置することにしたものであります。 

  以上です。 

○辻下正純議長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております「岬町障害者施策推進協議会条例を制定する件」については、
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会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、厚生委員会に付託することに決

しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１２、議案第７２号「岬町漁業集落排水処理施設条例を制定する件」を議題

といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。上下水道部長、末原光喜君。 

○末原上下水道部長 日程１２、議案第７２号、岬町漁業集落排水処理施設条例を制定する件につ

いて説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、小島地区漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、地方自治

法第２４４条の２第１項の規定に基づき、本条例を制定するものであります。 

  裏面を参照願います。 

  本条例は、目次にありますように、第１章、総則から第８章、過料の全２７条及び附則までの

構成となっております。 

  第１章、総則につきましては、第１条から第３条となっております。 

  第１条では、小島地内に漁業集落排水処理施設を設置すること、第２条では、用語の定義、第

３条では、排水処理施設の供用開始の告示等について定めたものです。 

  次に、第２章、排水設備の設置等につきましては、第４条から第８条となっております。この

章では、個人等の敷地内の排水設備設置等について定めたものです。 

  第４条では、排水処理施設の供用が開始された場合、敷地内の排水設備設置改修、修繕などの

設置義務等について、第５条では、供用を開始する日から３年以内に、くみ取り便所は水洗便所

に改造しなければならないといった改善義務、第６条では、排水設備の新設等の確認、第７条で

は、排水設備の工事の実施、第８条では、排水設備の工事検査について定めたものです。 

  次に、第３章、排水処理施設の使用につきましては、第９条から第１４条となっております。

この章では、本町が整備した排水処理施設の使用に当たっての事項を定めたものです。 

  第９条では、特定事業所からの汚水の排除、第１０条では、除外施設の設置等、第１１条では、

し尿排除の制限、第１２条では、排水処理施設の一時使用、第１３条では、使用開始等の届出義
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務、第１４条では、使用の制限について定めたものです。 

  次に、第４章、使用料につきましては、第１５条の１条となっております。ここでは、排水処

理施設の使用料について定めたもので、岬町下水道条例の使用料の規定を準用するというもので

ございます。 

  次に、第５章、行為の許可及び占用につきましては、第１６条から１７条となっております。

この章では、排水処理施設の接続以外の項について定めたものです。第１６条では行為の許可、

第１７条では占用について定めたものです。 

  次に、第６章、雑則につきましては、第１８条から第２１条となっております。この章では、

第１８条では損害賠償の義務、第１９条では特別な場合の公共ます及び取付管の新設、第２０条

では改善命令等、第２１条では監督処分等について定めたものです。 

  次に、第７章、分担金につきましては、第２２条から第２３条となっております。この章では、

本町が整備する排水処理施設の費用の一部を受益者に負担していただくものを定めたものです。 

  第２２条では、負担金の額につきまして、土地の面積に対し、１平方メートル当たり４２０円

を掛けて得た額とするもので、公共下水道と同額としたものです。 

  第２３条では、分担金の賦課及び徴収について、岬町下水道事業受益者負担に関する条例の規

定に準用するとしたものです。 

  次に、第８章、過料につきましては、第２４条から第２７条となっております。この章では、

この条例に違反した者などに科せられる過料について定めたものです。 

  最後に、附則といたしまして、この条例は、平成１９年１０月１日から施行するものです。 

  本件につきましては、事業委員会に付託されるものと聞き及んでおりますので、よろしくご審

議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「岬町漁業集落排水処理施設条例を制定する件」については、
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会議規則第３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、事業委員会に付託することに決

しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１３、議案第７３号「政治倫理の確立のための岬町長の資産等の公開に関す

る条例の一部を改正する件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。企画部長、竹本靖典君。 

○竹本企画部長 日程１３、議案第７３号、政治倫理の確立のための岬町長の資産等の公開に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明させていただきます。 

  提案理由といたしましては、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が、

平成１９年１０月１日に施行されること等に伴い、本条例に所要の改正を行うものであります。 

  今回の改正の概要につきましては、郵便貯金法の廃止に伴い、郵便貯金に係る規定を削るとと

もに、証券取引法の改正に伴う字句の整理を行うものであります。 

  新旧対照表をごらんください。 

  第２条第１項第４号中、右ページの下線の「、預金から貯金及び郵便貯金」までを左ページの

新たな制度の文言「及び貯金」に改め、第５号を削り、第６号中「証券取引法」を新たな制度の

文言「金融商品取引法」に改め、同号を５号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り上げ

るものです。 

  施行期日といたしましては、この条例は、平成１９年１０月１日から施行するものでございま

す。ただし、第２条第１項の改正規定、第４号の改正は除きますけども、につきましては、証券

取引法の改正より、平成１９年９月３０日から施行するものでございます。 

  以上が条例改正の内容でございます。 

  本件につきましては、総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、

議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたい

と思います。これにご異議ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「政治倫理の確立のための岬町長の資産等の公開に関する条例

の一部を改正する件」については、会議規則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付

託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、総務文教委員会に付託すること

に決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１４、議案第７４号「岬町基金条例の一部を改正する件」を議題といたしま

す。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。事業部長、松永英三君。 

○松永事業部長 日程１４、議案第７４号、岬町基金条例の一部を改正する件につきましてご説明

申し上げます。 

  多奈川小島地区に整備される海釣り公園につきましては、指定管理者に管理委託を行うことと

いたしておりますが、将来の大規模改修や海釣り公園を岬町の観光拠点として、魅力を発信して

いくために必要な経費を賄うため、指定管理者が町に支払う施設整備負担金を基金として積み立

てたく、海釣り公園管理基金を設けるものであります。 

  裏面の条例改正案及び次ページ以降の新旧対照表をごらんください。 

  第１条第１項の表に海釣り公園管理基金の項を設けて、設置の目的を海釣り公園の維持管理運

営に必要な資金を積み立てることと定めるものであります。 

  以上が岬町基金条例の一部を改正する件の概要でございます。 

  本件につきましては、事業委員会に付託される予定であると聞き及んでおります。よろしくご

審議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、事業委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思
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います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「岬町基金条例の一部を改正する件」については、会議規則第

３９条第１項の規定により、事業委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、事業委員会に付託することに決

しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１５、議案第７５号「社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一

部を改正する件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。福祉部長、芦田貴志雄君。 

○芦田福祉部長 日程１５、議案第７５号、社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一

部を改正する件について説明させていただきます。 

  提案理由としましては、本条例の根拠法であります社会福祉事業法で、法の名称そのものの改

正及び条項の移動があり、今回、その他の語句の整理も含めて、本条例に所要の改正を行うもの

であります。 

  改正案の概要につきましては、次ページ及び新旧対照表をご参照ください。 

  社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例（案） 

  第１条の根拠法令名及び条項を社会福祉事業法第５６条第１項から、改正後の社会福祉法第５

８条第１項へ改正するものであります。 

  これは、平成１２年に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」へと名称を改正され、同時に根拠

条項も、内容は変わっておりませんが、条項が第５６条第１項から第５８条第１項へ移動してい

ることから、今回、改正を条例に反映するものであります。 

  あわせて、語句につきまして、本条例中「手続き」と語尾に「き」をつけておりましたが、正

確には「き」をつけない漢字二字の「手続」であることから、今般修正することにしたものであ
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ります。 

  附則としましては、施行日を公布の日からと定めるものです。 

  なお、本改正は、本来、平成１２年の社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正

する等の法律ということで、８本の法律を一遍にまとめて改正するという改正が行われました。

その改正の直後に行うべき改正でありましたが、他の条例等では必要な改正を行っていたものの、

本条例について点検を当時怠っており、今回の改正となったことを、この場をかりておわび申し

上げます。 

  以上が社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例案の概要でござ

います。 

  なお、本条例案につきましては、厚生常任委員会へ付託の予定と伺っております。よろしくご

審議の上、議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、厚生委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改

正する件」については、会議規則第３９条第１項の規定により、厚生委員会に付託したいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、厚生委員会に付託することに決

しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１６、議案第７６号「岬町立幼稚園条例の一部を改正する件」を議題といた

します。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。教育部長、岡田耕治君。 
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○岡田教育部長 日程１６、議案第７６号、岬町立幼稚園条例の一部を改正する件についてご説明

申し上げます。 

  本件は、岬町立幼稚園条例の第２条中、定員の「２０１人以内」を「１７５人」に改めるもの

です。これは、国の幼稚園設置基準に合った定員とするため、本条例に所要の改正を行うもので

あります。 

  新旧対照表をごらんください。 

  旧の２０１人以内というのは、昭和５０年代に、これは定員が４０名以下が望ましいとされて

いたときの定員で、淡輪幼稚園は保育室が５つでございますので、２００名でございますが、２

０１名となっておりましたのは、当時の希望者、定員を反映したものであると聞いております。

今回、１７５人にいたしますのは、１学級以内３５人以下が望ましいというものの基準を反映さ

せるものでございます。 

  本件は、総務文教委員会に付託の予定と伺っております。よろしくご審議の上、議決賜ります

よう、お願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教委員会に付託の予定でありますが、その前に大綱的質疑を受けたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております「岬町立幼稚園条例の一部を改正する件」については、会議規

則第３９条第１項の規定により、総務文教委員会に付託したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、本件については、総務文教委員会に付託すること

に決しました。 

  お諮りします。 

  暫時休憩したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○辻下正純議長 午後１時から再開しますんで、よろしくお願いします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

 

（午後 １時００分 再開） 

○辻下正純議長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１７、議案第７７号「岬町教育委員会委員の任命について同意を求める件」

を議題とします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。町長、石田正弘君。 

○石田町長 日程１７、議案第７７号、岬町教育委員会委員の任命について同意を求める件につき

ましてご説明いたします。 

  現在、岬町教育委員会委員の野間泰輔氏は、平成１９年９月３０日をもって任期満了となりま

すので、同氏の再任について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に

より、議会の同意を求めるものでございます。 

  野間氏の経歴につきましては、議案書裏面をご参照ください。 

  以上、同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本件は人事に関することですので、委員会付託及び討論を省略したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより議案第７７号「岬町教育委員会委員の任命について同意を求める件」を起立により採

決します。 

  本件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 
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○辻下正純議長 満場一致であります。よって、議案第７７号は、これに同意することに決定しま

した。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 日程１８、議案第７８号「岬町（淡輪・多奈川）地区財産区管理委員の選任につ

いて同意を求める件」を議題といたします。 

  本件について、提案理由の説明を求めます。町長、石田正弘君。 

○石田町長 日程１８、議案第７８号、岬町（淡輪・多奈川）地区財産区管理委員の選任について

同意を求める件につきましてご説明申し上げます。 

  両地区の財産区管理委員の任期が、平成１９年１０月１日をもって満了となりますので、それ

ぞれ淡輪財産区につきましては、岩田五郎氏、川島明夫氏、北風眞幸氏、坂原利博氏、髙木 曻

氏、辻 俊盛氏、渕原晴治氏を、そして、多奈川財産区につきましては、磯打修三郎氏、小坂英

士氏、榊原勝秋氏、田中 悟氏、辻瀨 工氏、西本幹生氏、山下孝男氏、以上それぞれ各地区７

名ずつ、いずれも再任をしたいと思いますので、岬町財産区管理会条例第３条の規定により、議

会の同意を求めるものでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本件に対する質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本件は人事に関することですので、委員会付託及び討論を省略したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより議案第７８号「岬町（淡輪・多奈川）地区財産区管理委員の選任について同意を求め

る件」を起立により採決します。 

  本件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○辻下正純議長 満場一致であります。よって、議案第７８号は、これに同意することに決定しま
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した。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 お諮りします。 

  日程１９「平成１８年度成果報告・決算に関する説明」及び日程２０、議案第７９号「平成１

８年度岬町一般会計決算認定の件」から、日程３３、議案第９２号「平成１８年度岬町水道事業

会計決算認定の件」までの１５件を一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって、日程１９「平成１８年度成果報告・決算に関する

説明」及び日程２０、議案第７９号「平成１８年度岬町一般会計決算認定の件」から、日程３３、

議案第９２号「平成１８年度岬町水道事業会計決算認定の件」までの１５件は、一括議題にする

ことに決定しました。 

  これより平成１８年度の成果報告・決算に関する説明を求めます。副町長、平 徹也君。 

○平副町長 日程１９、平成１８年度成果報告・決算に関する説明に続きまして、日程２０、議案

第７９号、平成１８年度岬町一般会計決算認定の件、日程２１、議案第８０号、平成１８年度岬

町住宅新築資金等貸付事業特別会計決算認定の件、日程２２、議案第８１号、平成１８年度岬町

国民健康保険特別会計決算認定の件、日程２３、議案第８２号、平成１８年度岬町老人保健特別

会計決算認定の件、日程２４、議案第８３号、平成１８年度岬町下水道事業特別会計決算認定の

件、日程２５、議案第８４号、平成１８年度岬町漁業集落排水事業特別会計決算認定の件、日程

２６、議案第８５号、平成１８年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）決算認定の件、日程

２７、議案第８６号、平成１８年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）決算認定の

件、日程２８、議案第８７号、平成１８年度岬町淡輪財産区特別会計決算認定の件、日程２９、

議案第８８号、平成１８年度岬町深日財産区特別会計決算認定の件、日程３０、議案第８９号、

平成１８年度岬町多奈川財産区特別会計決算認定の件、日程３１、議案第９０号、平成１８年度

岬町谷川財産区特別会計決算認定の件、日程３２、議案第９１号、平成１８年度岬町住宅用地造

成事業特別会計決算認定の件及び日程３３、議案第９２号、平成１８年度岬町水道事業会計決算

認定の件につきまして、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定

に基づき、議会の認定をいただきたく、一括提案申し上げます。 

  なお、平成１８年度各会計の決算書及び関係資料並びに岬町監査委員から提出されました決算

審査意見書をあらかじめ配付いたしております。これらの資料をもとに主要施策の成果に関して
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説明させていただきます。 

  さて、現下の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が回復傾向にある一

方で、公債費が依然高い水準にあることや、社会保障関係経費の自然増等により、平成８年度以

降１１年連続して地方交付税の財源不足が生じるという深刻な事態に直面しております。 

  また、地方財政は、バブル経済崩壊後の数次の景気対策による公共事業の追加や、減税の実施

等により借入金残高が累積しており、平成１８年度末においては、地方債残高が１４３兆円、こ

れに交付税及び譲与税配当金特別会計の借入金残高及び普通会計での償還財源を負担することと

なる公営企業債残高を加えると、借入金の総額は２０４兆円に達する見込みで、その償還が将来

の財政運営を圧迫することが強く懸念される状況となっております。 

  このため、徹底した事務事業の見直しや行財政運営の効率化等を推進して、歳出の抑制を図る

とともに、経済の活性化を通じた税収の増加に努めることなどにより、財政収支を改善し、財政

の健全化を進めることが急務とされております。 

  本町の財政におきましては、地域経済はいまだ低迷し、地価においても下げどまりせず、下落

が続いているため、町税は減収しております。これに加えて、国の三位一体の改革による歳入の

減少が危惧されております。こうした厳しい状況のもと、財政再建団体への転落を回避するべく、

徹底した行財政改革に取り組み、財政体質の健全化を図るべく、平成１８年３月に策定した岬町

集中改革プランに基づく健全化推進項目を実施してまいりました。 

  平成１８年度の本町の一般会計決算は、引き続き黒字決算となったものの、財政構造の硬直化

が一段と進み、財政状況は一層厳しさを増しております。 

  歳入におきましては、三位一体改革等により、地方交付税、国庫支出金及び府支出金が減少す

るとともに、地価の下落などの大きな影響を受け、町税は前年度に引き続き減少しております。

一方、関西国際空港二期事業土砂採取・供給工事跡地整備事業の着手により、受託事業収入が大

幅に増加しております。 

  歳出におきましては、集中改革プランの取り組み等により、人件費、物件費が減少するととも

に、扶助費及び公債費についても、前年度に比べ減少したものの、依然、義務的経費を中心に、

本町の財政を大きく圧迫した結果、多額の財源不足が生じ、公共施設整備基金等の繰り入れによ

り財源を補うという非常に厳しい財政運営を求められました。 

  このような厳しい財政状況の中で、住民の信託にこたえ、第３次総合計画の基本目標である

「笑顔あふれる いきいきタウン みさき」を目指し、集中改革プランと整合させながら、総合

計画に係る実施計画を中心とした施策を推進してまいりました。 
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  それでは、平成１８年度に実施いたしました施策の概要について、総合計画の５本の柱に沿っ

て説明を申し上げます。 

  まず、「自然のもとで、元気に安心して暮らせるまち」についてでございます。 

  在宅介護支援センター運営事業では、岬町地域包括支援センターを設置し、保健・福祉・介護

サービスの効果的な提供に向け、専門家等の地域ケア会議の意見等をもとに、事業展開を行いま

した。また、身近で、２４時間３６５日、緊急時の相談等ができるように地域型在宅介護支援セ

ンターを設置し、閉庁時でも住民のニーズにこたえることのできる環境の整備を行いました。 

  また、さらなる障害者の社会参加促進・障害者福祉サービスの実施のため、岬町第２次障害者

基本計画と障害者自立支援法の規定に基づく障害福祉計画を策定し、支援費制度では、対象外で

あった精神障害者福祉も市町村が実施主体となったことも踏まえ、障害者医療助成事業・障害者

介護給付等認定調査・認定審査会の経費支出等の施策により、障害のある方々も家庭や地域で通

常の生活ができるノーマライゼーションの理念の実現に向け施策を講じました。 

  子育て支援につきましては、さまざまな問題を抱える現在の子育て環境問題にこたえるため、

緑ヶ丘保育所に子育て支援センターを設置し、育児不安等についての相談・指導、子育てサーク

ル等の支援や子育てに関するさまざまな情報等を発信しております。また、各小学校において、

子育て支援放課後児童健全育成事業を継続実施し、安心して子育て中の親が働ける環境も確保し

ました。 

  次に、「自然にふれあい、心豊かに暮らせるまち」についてであります。 

  将来発生すると言われている大地震に備え、避難所の１つに指定されている深日小学校体育館

の耐震補強に係る実施設計を実施し、老朽化が進む淡輪小学校校舎の大規模改造も行いました。

また、第二阪和国道延伸工事に係る文化財発掘調査事業も行いました。 

  教育関係では、外国青年招致事業として２名の外国人講師を小・中学校、幼稚園に配置し、英

語教育の普及に努めました。また、複雑、深刻化する子供たちの生活環境で発生する問題を臨床

心理の専門家スクールカウンセラーを現場に配置することで、悩みや問題を抱えた子供が初期段

階で相談・解決できる環境の整備と、教職員か子供たちにどのように対応するべきかについても、

相談できる環境を整備しました。 

  また、学校・地域・家庭が共同することで教育力の再構築を目指し、総合的教育力活性化事業

を実施しました。 

  次に、「自然を生かして、いきいき魅力満載のまち」についてであります。 

  淡輪ときめきビーチ周辺地域でマリンフェスティバルを開催しました。花火大会は中止しまし
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たが、ビーチバレー大会等を実施し、にぎわいと集客に努めました。 

  海釣り公園整備事業では、関西国際空港二期事業の土砂搬出使用した桟橋を改修するなど、１

９年秋の海釣り公園のオープンを目指して、整備を実施しました。 

  深日漁港・小島漁港整備事業では、都市住民が漁業に触れ合うことのできる施設の整備を図る

とともに、船曳網漁業の拠点漁港や環境施設の整備を行うことによって、漁業集落の活性化を図

ることを目的として、大阪府が事業主体となり、漁港漁場整備長期計画により、埋め立て等の漁

港整備を進めました。 

  次に、「自然を守り、安全で快適に暮らせるまち」についてであります。 

  自然豊かな岬町の環境を守るため、自然海浜保全事業や公共エリアの景観や環境を守るため、

町・府・国と地域住民との協働により、長松自然海浜保全地区を含めた海岸線、深日ロータリー、

多奈川東交差点周辺等において里親制度を導入し、清掃活動等を行っております。また、翌年度

の淡輪火葬場の運営に指定管理者制度を導入し、なお一層のサービスの向上を図るため、導入準

備を行いました。 

  防災関係では、地域防災計画に基づき、災害時に応急的な食糧等の物資の供給を行うことで、

被災者の生活を安定させることを目的として、災害用物資の備蓄を図り、消防ポンプ自動車、小

型動力ポンプを購入し、有事における初期対応環境の整備に努めました。 

  次に、「自然と共生し、便利に暮らせるまち」についてであります。 

  交通不便者等の移動手段を確保するために、平成１３年度から路線バス事業者に運行補助を行

っておりますが、平成１８年度においては、バス利用者数は年間約２５万人、１日当たり約６０

０から７００人となり、広く住民に定着しているところです。 

  また、本町の最重要課題の１つであります、第二阪和国道の延伸につきましては、淡輪ランプ

までの早期供用に向け、用地買収や工事用道路の建設等、延伸事業が鋭意進められており、平成

１８年３月には、岬町深日ランプから和歌山市大谷ランプ間が、新たに整備区間に指定されまし

た。 

  次に、漁業集落排水整備事業については、公共下水道計画区域外で下水道施設が未整備な状況

であり、生活排水による周辺海域の水質悪化が懸念される小島地区において、地区水産業の活性

化及び生活環境の改善を目的に実施するもので、平成１８年度は管渠埋設工事を行いました。 

  土砂採取跡地の整備につきましては、大阪府から受託事業として、平成１８年度から多目的公

園の整備が始められ、平成１８年度は跡地内の水路の整備を行いました。土砂採取事業につきま

しては、関西国際空港二期事業土砂採取跡地約１２８ヘクタールのうち、平地部の約６０ヘクタ
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ールについて多目的公園として、平成１８年度から２４年度にかけて、大阪府が、水路、道路、

多目的広場、緑地などの整備を行うもので、平成１８年度は大阪府から工事を受託し、水路の整

備や植栽の整備を行いました。 

  以上、平成１８年度における主要施策の概要につきましてご説明申し上げましたが、これらの

成果につきましては、議員各位並びに住民の皆様方の多大なるご支援、ご協力によるものと深く

感謝するものでございます。 

  次に、各会計の収支状況につきましては、総務部長より説明させますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

○辻下正純議長 総務部長、中口守可君。 

○中口総務部長 それでは、各会計ごとの全般的な決算の概要についてご説明いたします。 

  決算書とともに送付いたしております平成１８年度決算説明資料をごらんいただきたいという

ふうに思います。 

  資料の１ページをごらんください。 

  まず、会計別決算の状況でございます。一般会計につきましては歳入決算額は７５億６，５７

６万９，０００円、歳出決算額は７５億２，３６７万２，０００円、歳入歳出決算差引額は４，

２０９万７，０００円となっております。これから翌年度への繰り越すべく財源２，１９４万７，

０００円を差し引いた実質収支は２，０１５万円の黒字決算となっております。 

  一般会計決算は、歳入におきましては、歳入の根幹をなす町税は、前年度から引き続き減少す

るとともに、三位一体改革等によりまして、地方交付税、国庫支出金及び府支出金が減少いたし

ております。 

  一方、歳出におきましては、集中改革プランの取り組み等によりまして、人件費、物件費が減

少するとともに、維持補修費や扶助費が減少いたしております。しかし、過去に発行いたしまし

た地方債の借りかえを実施したため、財政規模を大きく引き上げることになり、前年度に比べ、

歳入が１２．７％、歳出が１２．５％と、それぞれ増加しております。 

  町税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財源が前年度に引き続いて減少するとともに、

依然、義務的経費を中心に、本町の財政を大きく圧迫した結果、多額の財源不足が生じたことか

ら、公共施設整備基金等の基金繰入金により財源を補い、収支を調整するという非常に厳しい財

政運営を求められたところでございます。 

  住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、歳入決算額は１，５７８万８，０００円、
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歳出決算額は１，９９０万８，０００円となっており、歳入歳出決算差引額４１２万円の歳入不

足額につきましては、翌年度、繰上充用金で補っております。 

  国民健康保険特別会計につきましては、歳入決算額は２４億６，３７１万円、歳出決算額は２

４億５，８４３万２，０００円となっており、歳入歳出決算差引額は５２７万８，０００円とな

っております。これから翌年度への繰り越すべく財源４８５万円を差し引いた実質収支は、４２

万８，０００円の黒字決算となっております。 

  次に、老人保健特別会計につきましては、歳入決算額は２２億２，９９３万円、歳出決算額は

２２億１，６１４万７，０００円となっており、歳入歳出決算差引額１，３７８万３，０００円

の黒字決算となっております。 

  次に、下水道事業特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は６億９，１５３万８，００

０円となっております。 

  漁業集落排水事業特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は１億７，１３３万４，００

０円となっております。 

  次に、介護保険特別会計（保険事業勘定）につきましては、歳入決算額は１４億９，３２４万

１，０００円、歳出決算額は１４億３，７７８万８，０００円となっており、歳入歳出決算額差

引額５，５４５万３，０００円となっております。これから翌年度へ繰り越すべく財源３３０万

７，０００円を差し引いた実質収支は、５，２１４万６，０００円の黒字決算となっております。 

  介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）につきましては、歳入決算額は５９５万円、歳出

決算額は４６５万９，０００円となっており、歳入歳出決算額差引額１２９万１，０００円の黒

字決算となっております。 

  次に、淡輪財産区特別会計につきましては、歳入決算額は１，６９９万５，０００円、歳出決

算額は８１３万１，０００円となっており、歳入歳出決算差引額８８６万４，０００円の黒字決

算となっております。 

  深日財産区特別会計につきましては、歳入決算額は４，０６９万４，０００円、歳出決算額は

２，６４６万３，０００円となっており、歳入歳出決算差引額１，４２３万１，０００円の黒字

決算となっております。 

  多奈川財産区特別会計につきましては、歳入歳出とも決算額は３，０３０万３，０００円とな

っております。 

  谷川財産区特別会計につきましては、歳入決算額は３７１万９，０００円、歳出決算額は２０

５万９，０００円となっており、歳入歳出決算差引額１６６万円の黒字決算となっております。 
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  次に、住宅用地造成事業特別会計につきましては、収益的収入額はゼロ円、収益的支出額は１

１万４，０００円となっており、収益的収入から収益的支出を差し引いた１１万４，０００円が

当年度純損失となっております。前年度繰越利益剰余金が１，６１６万７，０００円となってお

りますので、平成１８年度未処分利益剰余金が１，６０５万３，０００円でございます。 

  次に、水道事業会計につきましては、収益的収入額は５億３，２８８万１，０００円、収益的

支出額は５億８，９０６万９，０００円となっており、収益的収入から収益的支出を差し引いた

５，６１８万８，０００円が当年度純損失となっております。前年度繰越利益剰余金が４，６３

６万９，０００円となっておりますので、平成１８年度未処理欠損金は９８１万９，０００円で

ございます。 

  また、資本的収入額は７，０８２万７，０００円、資本的支出額は２億３，５１７万４，００

０円となっております。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６，４３４万７，０００

円は、過年度損益勘定留保資金で補てんしたところでございます。 

  次に、２ページをごらんください。 

  普通会計財政収支の状況でございます。普通会計は、地方財政に関する各種統計等に用いられ

る会計でございまして、一般会計に公益事業会計を除く各種の特別会計を合算いたしまして、重

複額や借換債を控除して算出されるものでございます。本町におきましては、普通会計の範囲は、

一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を加えたものとなっております。 

  平成１８年度普通会計の歳入総額は６２億９，７２２万２，０００円、歳出総額は６２億５，

９２４万４，０００円で、翌年度に繰り越すべく財源１，１９４万７，０００円を差し引いた実

質収支は１，６０３万１，０００円の黒字決算となっております。 

  歳入の特徴といたしましては、町税が地価の下落や景気の低迷等によりまして、対前年度比１

億２，７０６万７，０００円、三位一体改革等により地方交付税が対前年度比３，１２１万９，

０００円、地方債が対前年度比１億２，３５０万円と、それぞれ減少となっております。この財

源不足を補うために、公共施設整備基金等から１億１，９００万円の基金の取り崩しを行いまし

た。 

  また、歳出につきましては、集中改革プランの取り組み等によりまして、退職手当を含む人件

費が対前年度比６億７，２５８万１，０００円、物件費が対前年度比１億６，３８１万１，００

０円と、いずれも大きく減少するとともに、扶助費及び公債費につきましても、対前年度比１，

９６７万６，０００円、１，８９４万円とそれぞれ減少いたしております。 

  これに対しまして、普通建設事業費が、関西国際空港二期事業土砂採取跡地整備事業の着手等
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によりまして、対前年度比４億６，３９２万３，０００円と、大幅に増加いたしております。 

  続いて、３ページをごらんください。 

  財政構造の弾力性を示す重要な指標の１つであります経常収支比率につきましては、町税の大

幅な減少に加え、国の三位一体改革等に伴う普通地方交付税、減税補てん債及び臨時財政対策債

が減少したことなどによりまして、経常一般財源が減少しまして、前年度より０．２ポイント増

の９７．０％となっており、一段と厳しい財政状況となっております。 

  公債費負担比率につきましては、対前年度３．１ポイント増の２３．３％、公債費比率、単年

度でございますが、対前年度比０．２ポイント増の１８．７％、起債制限比率は対前年度比０．

７ポイント増の１２．６％、実質公債費比率は対前年度比２．３ポイント増の１７．０％と、い

ずれも悪化しております。公債費が本町の財政を大きく圧迫しておるところでございます。 

  次に、地方債現在高につきましては、普通会計における１８年度末現在高は、新規地方債の発

行の抑制や臨時財政対策債の発行可能額の減少等によりまして、対前年度比５億２，１４４万６，

０００円減少し、１１２億２，５１６万１，０００円となっております。また、特別会計を加え

た平成１８年度現在高は１６６億８４３万４，０００円となっており、前年度から４億７，１８

９万６，０００円減少いたしております。 

  次に、基金につきましては、一般会計所管の平成１８年度現在高は４億１，９７０万７，００

０円となっており、前年度より１億１，０３５万６，０００円の減少となっております。また、

特別会計所管の基金を加えた平成１８年度末現在高は１２億４，４３０万６，０００円となって

おり、前年度より２億３，５３９万５，０００円減少いたしております。 

  このように普通会計におきましては、今年度も前年度に引き続き黒字決算となったところでご

ざいますが、これは基金の取り崩しにより収支を調整した結果でございまして、財政構造の硬直

化は進行し、財政状況は一段と厳しい状況となっておるところでございます。 

  こうした状況ではございますが、今後も自律できる行財政運営を目指しまして、一層、行財改

革を積極的に推進することで、総合計画の基本目標でございます「笑顔あふれる いきいきタウ

ン みさき」の実現に向け、努めてまいりたいというように考えております。 

  以上が平成１８年度各会計の概要でございます。 

  なお、各会計におきましては、各常任委員会で付託の予定と伺っております。よろしくご審議

の上、ご認定いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○辻下正純議長 これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託の予定でありますが、その前に
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大綱的質疑を受けたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。 

  これより大綱的質疑を行います。質疑ございませんか。 

  田代議員。 

○田代 堯議員 きのう、一般質問を行っていますので、簡単にお尋ねしたいと思います。 

  今、総務部長の方が、るるお手元にある平成１８年度の決算の概要について述べていただいて、

非常に厳しい財政状況、これはうちだけでもなしに、各自治体ほとんどが厳しい財政の中で運営

をなさっているということはよく理解をしております。 

  そこで、私は私なりに、今、部長の方から説明あったんですけども、一番心配しているのは、

町税の落ち込みが５．８％という、財政のかなめが５．８％落ち込んでおるということに対して、

町長が常がね言っている滞納者に対する、それの徴収を図って、できるだけ増収を図っていくん

だと、こういうことを申し上げておりますけども。決算の内容を見ますと、少しはよくなりつつ、

滞納も０．０何％か知りませんけども、上がっているようですけども。徴収の方法について、そ

れは払いたくても払えない方もあるだろうし、逆に、どう言ったらいいんですかね、払えるのに

払わないという方も中にはあるかのように聞いておるんですが、そういったとこでの町税の今後

の自主財源の確保策が必要ではないかなというふうに、この決算から見て思います。 

  その中で、一番やっぱり気になるのは、先ほど部長の説明のあった公債費の負担比率が、軒並

みに悪化してきている。これは年度年度で多少は変わっていくだろうとは思うんですけども、軒

並みに悪化してきて、対比については、今述べられましたので結構ですけども、そういった軒並

みに悪化の傾向をたどりつつある中で、特に気になるのが、現在行われている下水道事業なんで

すよね。この下水道事業については、当然、これは必要だということで、今も進めてきておるわ

けですけども。起債の残高を考えても、大体一般会計で１１０億何がしであるわけなんですけど

も、下水道は５２億４，０００万ほどの大きな借金を抱えてきておる。今後、連結決算になった

場合、こういったものが大きな負担として、赤字として、今後、下水道会計の方は出てくるんじ

ゃないかなと。今は一般会計から繰り出しをしておりますけども、今後、さらに下水道事業を続

けていくとすれば、ますますそういった事業の拡大によって、借金の額も、そして、経常収支も

悪くなってくるんじゃないかなというふうに思っております。 

  その点について、今後、下水道事業について、どのような取り組みで今後やっていくのか、再

度お尋ねをしたいということが１点です。 
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  それから、きのうの質問の中にも少しあったんですが、回答がもらえてないので、改めてお尋

ねするんですけども。平野の例の岬町住宅用地の造成事業、きのうは、これは逆ざやになったり、

利ざやを稼げるのかどうかという問題で質問しておりますけども。私は思いますのは、どうせ、

いずれ整理をしていかなならん、大きな費用をかけて整理をしていかなならんと思うんですが、

それのめどがいつごろに立つのか。それがどのぐらいの、今、１億９，０００万円ほどの負債を

抱えて一時借り入れをしているんですが、私は、この一時借り入れそのものも、ちょっと問題あ

るかなとは今までずっと思ってきたんですけども。これは過去の流れから見ると、もうやもおえ

なかったかなという感じがしますので。 

  その１億９，０００万ほどの、今の土地を整理をして整備した場合に、とんとんぐらいでいけ

るんかどうか。もちろんマイナスの面が出てくるとしても、やはりこれは整理をする必要がある

んじゃないかというふうに思うんですが。これも、今後、連結決算になると、この分の負担もふ

えてくるということになれば、たちまち赤字が、町長の考えの中では、２３年ぐらいが非常に大

変な時期になってくると、こうおっしゃっていますけども、もっと短くなってくるんじゃないか

なという気がされますので、今後、１９年度の決算状況は中間でありますけども、そういった状

況も踏まえて、どのような取り組みをされるんかどうか、この点をひとつお聞きしたい。 

  それと、１点漏れましたけども、この決算で８００万ほどの、９チャンネルのテレビ番組が８

２０万ほど決算で出ておりますけども、平成１９年度も予算化されておる中で、途中から放映が

中止になっておる。その意味合いが少し理解できないので、あわせてそのことも、あなたの方で

説明していただけたら、ありがたいんですけども。 

  以上です。 

○辻下正純議長 下水道部長、末原光喜君。 

○末原上下水道部長 田代議員の下水道事業の今後の方針ということについて、述べさせていただ

きます。 

  ご指摘のように、これまでの整備に係る起債の残高というのは約５３億ございます。この起債

の償還に当たっては、年約３億７，０００万ほど要しておりまして、一般会計から約３億程度の

繰り入れを行っている状況です。 

  現在の普及率については６２．８という、岸和田以南については３番目の普及率となっており

ますので、一般会計と普通会計、下水道会計を合わせた、今後、財政の健全化に関する法律が公

布されることもございますので、今までのペースということは少し落としていかないことには、

今後の町財政が成り立たないということも考えられますので、今年度、１９年度で事業の認可期
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間が切れますので、２０年度以降、５カ年計画を今後作成していって、この３月議会の方に提案

していきたいと考えております。 

  以上です。 

○辻下正純議長 南副理事。 

○南総務部副理事兼総務法制課長 住宅用地の特別会計、この分につきまして、私の方から説明を

させていただきたいと思います。 

○田代 堯議員 現在の状況でいいです。 

○南総務部副理事兼総務法制課長 今現在、取り組み状況でございますけども、今、法務局の岸和

田支局の方、今まで、尾崎の出張所の方が登記の関係で、土地の整理等については行っていたん

ですけど、そこが閉鎖されましたので、岸和田に移っております。それで、今、現状の取り組み

といたしましては、土地の境界の明示とか地籍更正ということの取り組みに一番力を入れている

わけでございます。もともと以前から、この土地につきましては、地籍混乱地ということで、今

まで業務がとまっていたのが現状でございます。それで、法務局の方のトップの方とうちの町長

の方が交渉を行いまして、それに基づいて、今、事務方の方で、私どもが細かい話について、法

務局からの返事待ちということになっております。 

  それで、この事業を最終的にいつ閉じるかという点につきましては、今の状況の中では、平成

２１年度という形で行っています。まず、平成１９年度、今年度ですけども、今年度につきまし

ては、今の土地の整理を行います。それで、早い整理がつきましたら、一部土地を売却していく

という形になろうかと思いますが、平成２０年度につきましては、土地の売却ということで、最

終的に、平成２１年度、これにつきまして、一般会計との最終調整を行った上で会計を閉めたい

と。 

  予定につきましては、以上でございます。 

○辻下正純議長 中口総務部長。 

○中口総務部長 今の明示のことなんですけども、一応、具体的な作業をしていったら、そのぐら

いかかるんですけども、今、法律の方でかなり厳しい連結決算の指導を受けていますので、その

辺、できるだけ早い年度で処理していきたいというように考えております。 

  以上です。 

○辻下正純議長 竹本部長。 

○竹本企画部長 田代議員の質問にお答えいたします。 

  １９年度のケーブルテレビ事業、ＣＡＴＶの関係でございますけど、１８年度につきましては、

48 



 

決算額８２１万５，２００円ということで、通常の月１本の１２カ月、放送してございました。

昨年、この協議会の中におきまして、いろんな議論がされまして、その中において、非常に各市

町村とも財政状況が厳しいと。ただ、一挙にこのケーブルテレビ事業をつぶしてしまうわけには

いかないということで協議をしまして、完全に抜けることができないものの、各市町においても、

ある一定のばらつきができても、これは仕方ないということで、今回、昨年お願いいたしました

ように、１９年度からは、岬町につきましては４分の１、４月、５月、６月の放送になってござ

います。 

  ただ、来年度につきましても、今後、どうしていくかということを４市３町で協議してござい

まして、現在、まだ結論には至っていませんけども、１９年度につきましては、お許しを願いま

して、３カ月の放送に至ったわけでございます。 

  以上です。 

○辻下正純議長 他に質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○辻下正純議長 これで大綱的質疑を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第７９号「平成１８年度岬町一般会計決算認定の件」から

議案第９２号「平成１８年度岬町水道事業会計決算認定の件」までの１４件については、会議規

則第３９条第１項の規定により、総務文教、厚生、事業の各常任委員会に付託したいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○辻下正純議長 異議なしと認めます。よって本件については、総務文教、厚生、事業の各常任委

員会に付託することに決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○辻下正純議長 以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  各常任委員さんには、委員会付託分の審議について、よろしくお願いいたします。 

  なお、次の会議は、９月２６日午前９時３０分から議会運営委員会、午前１０時からの全員協

議会終了後、会議を開きますので、ご参集ください。 

  本日は、どうもご苦労さんでございました。 

（午後１時５２分 散会） 

49 



 

50 

 

 

  以上の記録が本町議会第３回定例会の会議のてんまつに相違ないことを記するため、ここに署

名する。 

                            平成１９年９月５日 

 

 

    岬町議会 

 

 

     議     長   辻  下  正  純 

 

 

     議     員   出  口     實 

 

 

     議     員   奥  野     学 

 


